




 ▪  特に除外はされず、著しく不当な決議がなされた場合、取消事由となる（⼀
 般法⼈法126条1項3号）

 通常の社員総会の開催方法 
 定時社員総会の開催の流れ（概要） 
 3⽉31⽇まで︓ 

 ▪  代表理事が事業計画及び収⽀予算を作成
 ▪  事務局にて社員総会の⽇程の調整・確定
 ▪  監査⽇程の確認
 ▪  総会における議案の検討・必要書類の洗い出し

 3⽉31⽇︓事業年度終了 
 4⽉中︓事務局の決算書類、事業報告案の作成終了（税理⼠と連携） 
 5⽉上旬〜中旬︓代表確認（税理⼠と連携） 
 5⽉中旬︓ 

 ▪  監査の実施、計算書類、事業報告等の案の確定
 ▪  理事会の招集通知  （理事会の5⽇前までに発送）

 6⽉上旬︓  理事会  の開催 
  ※  社員総会と中2週間あける

 6⽉上旬︓社員総会の招集通知の発出 
  ※  社員総会と中1週間あける
  ※  書⾯による議決権⾏使を認める場合には中2週間あける

 6⽉下旬︓社員総会の開催（計算書類及び附属明細書等の承認、事業計画及び収⽀予算 
 書の承認、事業報告の報告） 
 7⽉上旬︓登記申請（社員総会の⽇から2週間以内） 
 7⽉中旬︓任意団体BLP-Networkにて法⼈の決算報告 

 3⽉（総会運営に向けた準備） 
 1.  監査、理事会、定時社員総会の⽇程調整をする

 ▪  理事会は社員総会と中2週間あける
 ▪  理事会と理事の招集通知は1週間あける
 ▪  監査は最低1週間、可能であれば2週間程は時間を確保する

 2.  総会における議案の検討・必要書類（及びその準備のための⼿続）の洗い出
 し

 4⽉（事務局決算⼿続） 
 0.  3⽉中の経費精算、請求書発⾏等の⽀払いの実施
 0.  MFクラウドの仕訳⼊⼒

 ▪  仕訳毎に証憑が添付されているかも確認
 ▪  クレジットカードの引き落としには明細を添付
 ▪  経費の⽀払についてはクラウド経費から出⼒した経費明細を添

 付
 ▪  内容については「メモ欄」ではなく「摘要欄」に記載する
 ▪  仕訳についてはNPO会計に準拠して⾏うので、「タグ」に以下の分類

 を⾏う。











 ▪  監事は、いつでも、理事及び使⽤⼈に対して事業の報告を求め、⼜は監事設
 置⼀般社団法⼈の業務及び財産の状況の調査をすることができる  （⼀般法⼈
 法99条2項）  。

 監事の職務 
 ▪  監事は、以下の職務を⾏わなければならない。

 ▪  監事は、理事の職務の執⾏を監査し、法令で定めるところにより、監
 査報告を 作成する（⼀般法⼈法99条1項、同法規則16条、定款23条）

 ▪  理事が不正の⾏為をし、若しくは当該⾏為をするおそれがあると認め
 るとき、⼜は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な
 事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を  理事会に報告するこ
 と（⼀般法⼈法100条）

 ▪  理事会に出席し、必要があると認めるときは、意⾒を述べること（⼀
 般法⼈法101条1項）。

 ▪   監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省
 令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、⼜は著しく不
 当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告す
 ること（⼀般法⼈法102条）。

 ▪  監事は、以下の職務を⾏うことができる。
 ▪  理事及び使⽤⼈に対して事業の報告を求め、当法⼈の業務及び 財産の

 状況の調査をすること（  ⼀般法⼈法99条2項、  定款23条2項）

 ▪  必要があると認めるときは、理事会の招集を請求し、さらに、請求が
 あった⽇から5⽇以内に、その請求があった⽇から⼆週間以内の⽇を
 理事会の⽇とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請
 求をした監事は、理事会を招集すること（⼀般法⼈法101条2項、3
 項）。

 ▪  理事が監事設置⼀般社団法⼈の⽬的の範囲外の⾏為その他法令若しく
 は定款に違反する⾏為をし、⼜はこれらの⾏為をするおそれがある場
 合において、当該⾏為によって当該監事設置⼀般社団法⼈に著しい損
 害が⽣ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該⾏為をやめる
 ことを請求すること  （⼀般法⼈法103条）  。




